
近
代
中
國
禮
學
研
究
の
苦
境
と
突
破

彰
　
　
林
　
　
著

池

田
　
恭
哉
　
課

　
中
國
文
化
の
核
心
は
禮
樂
文
化
で
あ
る
。
『
周
禮
』
・
『
儀
禮
』
・
『
禮
記
』
は
「
三
禮
」
と
呼
び
習
わ
さ
れ
、
古
え
か
ら
甲
部
の
學
問
に

属
し
て
お
り
、
そ
れ
は
中
國
禮
學
文
明
の
淵
藪
で
あ
っ
て
、
構
成
は
雄
大
に
し
て
思
慮
は
精
緻
、
文
章
は
繁
多
で
事
柄
は
豊
富
、
歴
代
の

學
者
に
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
の
「
五
・
四
運
動
」
は
、
「
「
尊
孔
讃
経
」
に
反
封
す
る
」
、
「
人
を
喰
う
禮
教
の
打
倒
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
、
儒
學
は
大
き
な
打
撃
を
被
り
、
就
中
『
三
禮
』
の
學
問
が
被
っ
た
打
撃
は
と
り
わ
け
甚
だ
し
く
、
そ
の
置
か
れ
た

状
況
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
天
が
斯
文
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
な
く
、
『
三
禮
』
の
學
問
は
決
し
て
壊
滅
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で

な
く
、
さ
ら
に
苦
境
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
突
破
を
経
、
以
前
の
學
問
を
凌
駕
し
さ
え
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
は
深
く
か
み
し
め
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
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、
王
静
安
と
段
周
禮
制
の
研
究

夏
・
商
・
周
の
三
代
は
中
國
文
明
の
淵
藪
で
あ
り
、
古
え
か
ら
コ
言
え
ば
必
ず
三
代
を
稻
す
る
の
説
」
が
存
在
す
る
。
し
か
し
三
代
の



間
で
の
異
同
は
ど
の
よ
う
で
あ
り
、
文
明
が
如
何
に
し
て
獲
展
愛
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
文
獄
が
闘
如
し
、
十
分
に
語
り
蓋
く
さ
れ

て

は

い

な
い
。
孔
子
は
「
股
は
夏
禮
に
因
り
、
損
盆
す
る
所
は
知
る
可
き
な
り
。
周
は
股
禮
に
因
り
、
損
盆
す
る
所
は
知
る
可
き
な
り
」

（『
論

語
』
爲
政
）
と
言
う
。
多
く
の
學
者
は
、
夏
・
商
・
周
の
三
代
の
制
度
が
互
い
に
損
盆
し
た
と
い
う
の
は
、
わ
ず
か
に
量
的
な
愛

化
が

あ
る
の
み
で
質
的
な
愛
化
は
な
い
と
す
る
。
『
禮
記
』
明
堂
位
は
、
三
代
の
異
同
を
最
も
多
く
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

鷺
車
、
有
虞
氏
之
路
也
。
鉤
車
、
夏
后
氏
之
路
也
。
大
路
、
般
路
也
。
乗
路
、
周
路
也
。

有
虞
氏
之
旅
、
夏
后
氏
之
綬
、
般
之
大
白
、
周
之
大
赤
。

夏
后
氏
酪
馬
黒
髭
。
股
人
白
馬
黒
首
。
周
人
黄
馬
蕃
髭
。

夏
后
氏
、
牲
尚
黒
、
段
白
牝
、
周
騨
剛
。

泰
、
有
虞
氏
之
尊
也
。
山
曇
、
夏
后
氏
之
尊
也
。
著
、
段
尊
也
。
犠
象
、
周
尊
也
。

爵
、
夏
后
氏
以
瑳
、
般
以
畢
、
周
以
爵
。

有
虞
氏
之
雨
敦
、
夏
后
氏
之
四
連
、
段
之
六
瑚
、
周
之
八
箆
。

姐
、
有
虞
氏
以
桔
、
夏
后
氏
以
蕨
、
段
以
棋
、
周
以
房
祖
。

夏
后
氏
以
掲
豆
、
股
玉
豆
、
周
献
豆
。

有
虞
氏
服
戟
、
夏
后
氏
山
、
股
火
、
周
龍
章
。

有
虞
氏
祭
首
、
夏
后
氏
祭
心
、
段
祭
肝
、
周
祭
肺
。

夏
后
氏
尚
明
水
、
股
尚
醒
、
周
尚
酒
。
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周
人
の
眼
に
は
、
虞
・
夏
・
商
・
周
の
制
度
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
、
匿
別
は
わ
ず
か
に
器
名
．
色
．
敷
量
な
ど
と
い
っ
た
細
か
い
末

節
に
存
す
る
の
み
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
似
た
よ
う
な
見
解
は
、
『
禮
記
』
の
そ
の
他
の
各
篇
に
も
見
え
る
。
例
え
ば
、

有
虞
氏
瓦
棺
、
夏
后
氏
聖
周
、
殿
人
棺
惇
、
周
人
艦
置
翼
。
周
人
以
股
人
之
棺
榑
葬
長
瘍
、
以
夏
后
氏
之
聖
周
葬
中
瘍
．
下
瘍
、
以

有
虞
氏
之
瓦
棺
葬
無
服
之
瘍
。
（
檀
弓
上
）

夏
后
氏
尚
黒
、
大
事
敏
用
昏
、
戎
事
乗
麗
、
牲
用
玄
。
股
人
尚
白
、
大
事
飲
用
日
中
、
戎
事
乗
翰
、
牲
用
白
。
周
人
尚
赤
、
大
事
敏

用
日
出
、
戎
事
乗
願
、
牲
用
騨
。
（
檀
弓
上
）

凡
養
老
、
有
虞
氏
以
燕
禮
、
夏
后
氏
以
饗
禮
、
股
人
以
食
禮
、
周
人
脩
而
兼
用
之
。
（
王
制
）

委
貌
、
周
道
也
。
章
甫
、
段
道
也
。
母
追
、
夏
后
氏
之
道
也
。
周
辮
、
股
昇
、
夏
牧
。
三
王
共
皮
辮
素
積
。
（
郊
特
牲
）
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清
の

光
緒
年
間
、
河
南
安
陽
の
小
屯
村
で
、
文
字
が
刻
ま
れ
た
諭
甲
獣
骨
が
獲
見
さ
れ
、
學
者
の
研
究
を
経
て
、
そ
れ
ら
が
商
代
王
室

の

占
ト
の
遺
物
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
、
學
術
界
に
激
震
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
の
後
、
王
静
安
（
國
維
）
．
羅
振
玉
が
甲
骨
の
ト
辞
の
中

か

ら
商
王
の
世
系
を
見
つ
け
出
し
、
『
史
記
』
股
本
紀
と
封
校
し
、
そ
う
し
て
後
者
の
記
述
が
大
髄
誤
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ

の

後
、
王
静
安
先
生
は
地
下
か
ら
出
土
し
た
甲
骨
と
傳
世
文
献
と
を
互
い
に
つ
き
合
せ
、
股
周
の
禮
制
の
愛
遷
を
示
す
こ
と
に
力
を
入

れ
、
非
常
に
豊
か
な
牧
穫
を
得
た
が
、
主
要
な
も
の
に
は
以
下
の
二
つ
が
あ
る
。

　

（
一
）
祭
祀
制
度
研
究



　
王
静
安
先
生
は
、
股
王
の
名
論
を
鐸
讃
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
作
業
を
基
礎
に
し
て
『
股
禮
徴
文
』
を
著
し
、
以
下
の
よ
う
な
段
周
の

祭
禮
の
差
異
を
指
摘
し
た
。

　

1
、
特
祭
。
周
代
は
、
「
諦
袷
合
祭
自
り
外
、
更
に
特
祭
の
法
無
し
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ト
辞
の
中
に
、
王
亥
・
示
壬
・
示
癸
な
ど

の
三

公
お

よ
び
天
乙
・
大
丁
・
外
丙
以
下
の
二
十
二
王
は
「
一
と
し
て
特
祭
せ
ざ
る
者
無
し
」
と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
「
卜
離
に
見
え
ざ
る

の

先
公
先
王
も
亦
た
知
る
可
し
」
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
「
周
制
を
以
て
之
れ
を
例
す
れ
ば
、
大
半
は
殴
廟
の
列
に
在
り
て
特
祭

有
り
。
然
ら
ば
則
ち
商
世
は
蓋
し
廟
桃
壇
埠
の
制
無
く
、
而
し
て
先
公
先
王
に
於
い
て
親
属
を
以
て
厚
薄
を
爲
さ
ず
」
で
あ
る
。
こ
の
他
、

商
代
は
「
諸
批
は
特
祭
せ
ざ
る
無
き
こ
と
、
先
公
先
王
と
同
じ
」
、
「
禮
家
の
説
く
所
の
周
制
と
大
い
に
異
な
る
」
の
で
あ
る
。

　

2
、
殿
祭
。
股
人
の
合
祭
は
「
僅
か
に
父
自
り
以
上
の
五
世
に
及
ぶ
の
み
に
し
て
、
而
も
五
世
の
中
、
其
の
自
り
て
出
つ
る
所
に
非
ざ

る
者
は
猶
お
與
ら
ず
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
呂
覧
』
が
引
く
『
商
書
』
の
「
五
世
の
廟
は
以
て
怪
を
観
る
可
し
」
の
護
と
な
し
得
る
も
の

で
あ
る
。

　
3
、
祭
社
。
用
牲
の
法
に
つ
い
て
、
『
周
禮
』
大
宗
伯
に
「
血
祭
を
以
て
社
稜
五
祀
を
祭
る
」
と
あ
り
、
商
人
は
寮
を
用
い
、
卯
を
用

い
、
沈
を
用
い
る
。
用
牲
の
敷
量
に
つ
い
て
、
『
書
』
召
詰
に
「
牛
一
・
家
一
・
羊
一
を
用
う
」
と
言
い
、
『
禮
記
』
郊
特
牲
に
「
天
子
の

社
稜
は

太
牢
」
と
言
う
が
、
し
か
し
商
で
は
寮
は
三
少
牢
、
卯
は
↓
牛
、
沈
は
士
牛
で
あ
る
。

　
そ

の

後
、
王
静
安
先
生
は
『
股
周
制
度
論
』
を
著
し
、
股
周
制
度
の
同
じ
で
な
い
箇
所
に
封
し
て
全
面
的
な
論
述
を
行
な
い
、
「
周
人

の

制
度
の
大
い
に
商
に
異
な
る
者
は
、
一
に
曰
く
「
立
子
立
嫡
」
の
制
、
是
れ
に
由
り
て
宗
法
及
び
喪
服
の
制
を
生
じ
、
拉
び
に
是
れ
に

由
り
て
子
弟
を
封
建
す
る
の
制
、
天
子
を
君
と
し
諸
侯
を
臣
と
す
る
の
制
有
り
。
二
に
曰
く
廟
藪
の
制
。
三
に
曰
く
同
姓
不
婚
の
制
。
此

の

敷
者
、
皆
な
周
の
天
下
を
綱
紀
す
る
所
以
た
り
」
と
認
定
し
た
。
王
氏
は
指
摘
す
る
。
「
其
の
旨
は
則
ち
上
下
を
道
徳
に
納
れ
、
而
し
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て

天

子
・
諸
侯
・
卿
・
大
夫
・
士
・
庶
民
を
合
し
て
以
て
一
道
徳
の
團
艘
を
成
す
に
在
り
」
。
「
股
周
間
の
大
饗
革
は
、
其
の
表
自
り
之
れ

を
言
え
ば
、
一
姓
一
家
の
興
亡
と
都
邑
の
移
轄
と
に
過
ぎ
ず
。
其
の
裏
自
り
之
れ
を
言
え
ば
、
則
ち
奮
制
度
廃
れ
て
新
制
度
興
り
、
奮
文

化
廃
れ
て
新
文
化
興
る
な
り
。
又
た
其
の
表
自
り
之
れ
を
言
え
ば
、
則
ち
古
の
聖
人
の
天
下
を
取
る
所
以
及
び
之
れ
を
守
る
所
以
の
者
は
、

以
て
後
世
の
帝
王
に
異
な
る
無
き
が
若
し
。
而
る
に
其
の
裏
自
り
之
れ
を
言
え
ば
、
則
ち
其
の
制
度
文
物
と
其
の
立
制
の
本
意
と
は
、
乃

ち
萬
世
治
安
の
大
計
よ
り
出
ず
。
其
の
心
術
規
模
は
、
週
か
に
後
世
の
帝
王
の
能
く
夢
見
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。
「
中
國
の
政
治

と
文
化
の
愛
革
は
段
周
の
際
よ
り
劇
し
き
は
莫
し
」
と
い
う
結
論
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

（
二
）
青
銅
禮
器
研
究

　
漢
代
か

ら
す
で
に
、
三
代
の
青
銅
禮
器
が
バ
ラ
バ
ラ
と
出
土
し
始
め
て
い
た
。
宋
代
に
入
り
、
金
石
學
が
興
起
し
て
、
士
大
夫
た
ち
は

競
っ
て
蒐
集
し
、
臨
模
拓
印
さ
れ
て
世
の
中
に
流
布
し
た
。
清
代
、
金
石
學
は
極
め
て
盛
ん
で
、
院
元
な
ど
の
著
名
な
學
者
が
次
々
と
出

た
。
王
静
安
先
生
に
は
「
説
概
」
「
説
葬
」
「
説
祖
」
な
ど
の
著
述
が
あ
る
。

　
金

石
學
家
が
認
定
す
る
「
匝
」
は
、
甲
・
乙
の
雨
類
に
分
け
ら
れ
、
雨
者
は
互
い
に
形
や
構
造
は
類
似
し
て
い
る
が
逼
別
が
あ
る
。
私

は

先
生
の
、
乙
類
器
は
絶
封
に
匝
で
は
な
く
て
兇
胱
で
あ
る
と
い
う
認
定
に
與
す
る
、
。
彼
は
三
つ
の
理
由
を
提
示
す
る
。
第
一
に
、
乙

類
器
の

絶
封
的
多
敷
に
は
器
蓋
が
あ
り
、
そ
の
端
は
ど
れ
も
牛
の
首
の
形
に
作
ら
れ
て
お
り
、
蓋
が
な
い
も
の
は
き
つ
と
出
土
の
際
に
失

わ

れ
た

の

で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
『
詩
』
に
「
兇
胱
其
れ
鯨
」
と
言
い
、
鯨
は
『
説
文
』
で
は
「
削
」
に
作
っ
て
、
『
詩
』
相
木
（
今
は
「
　

木
」
に
作
る
）
の
相
と
音
義
は
同
じ
、
訓
は
曲
で
あ
る
。
乙
類
の
器
蓋
は
す
べ
て
前
が
高
く
後
ろ
が
低
く
、
飲
酒
時
に
酒
が
外
に
漏
れ
出

な
い
よ
う
に
さ
せ
、
器
と
蓋
の
二
者
が
ど
ち
ら
も
グ
ッ
と
曲
が
っ
て
い
る
様
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
三
に
、
『
五
経
異
義
』
が
述
べ
る

所
に

よ
れ
ば
、
兇
胱
は
あ
ら
ゆ
る
飲
酒
器
の
中
で
最
大
の
も
の
で
、
こ
の
こ
と
を
實
物
に
照
ら
し
検
誰
し
て
み
る
に
、
こ
の
種
の
器
の
容
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量

は

確
か
に

壁

よ
り
大
き
い
。
王
國
維
は
上
述
の
六
の
方
面
か
ら
の
論
述
を
通
し
て
、
つ
い
に
兇
胱
を
宋
儒
が
定
め
た
「
匝
」
か
ら
引
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

離

し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
立
論
は
堅
實
で
動
か
し
難
い
も
の
で
あ
る
く
。

　

「
説

盃
」
。
古
え
の
文
献
の
中
に
は
、
「
盃
」
と
稻
さ
れ
る
禮
器
は
ま
っ
た
く
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
學
者
た
ち
も
、
誰
も
が
初
め
て
耳
に

す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
欧
陽
修
『
集
古
録
』
が
著
録
す
る
あ
る
銅
器
は
「
盃
」
と
名
付
け
ら
れ
る
。
『
説
文
』
に
は
「
盃
」
字
が
あ
る
が
、

た
だ
し
そ
れ
が
器
名
だ
と
は
言
わ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
「
盃
、
調
味
な
り
」
と
言
う
の
み
で
あ
る
。
「
盃
」
と
は
結
局
ど
ん
な
味
を
調
え

る
の
に
使
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
の
機
能
は
結
局
の
と
こ
ろ
何
虚
に
あ
る
の
か
？
　
こ
れ
ま
で
ど
の
學
者
も
議
論
し
た
こ
と
が
な
か
っ

た
。
王
國
維
先
生
は
、
禮
書
の
記
載
に
依
握
し
て
、
「
盃
な
る
者
は
、
蓋
し
水
を
酒
に
和
す
る
の
器
に
し
て
、
酒
の
厚
薄
を
節
す
る
所
以

の

者

な
り
」
と
考
え
た
。
王
先
生
は
、
こ
の
類
の
器
物
と
古
代
の
禮
儀
制
度
を
同
じ
土
俵
に
載
せ
て
考
察
し
た
。
彼
が
指
摘
す
る
に
は
、

『
儀
禮
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
古
人
が
酒
樽
を
設
け
る
に
は
二
つ
の
状
況
が
存
在
し
、
一
つ
は
比
較
的
簡
軍
な
禮
儀
で
、
た
だ
一
つ
の
酒

樽
を
設
置
す
れ
ば
よ
く
、
中
に
は
酒
か
酷
を
湛
え
、
堂
上
の
門
戸
の
片
側
に
設
け
る
が
た
め
に
「
側
尊
」
と
稻
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
の
状

況

は
、
比
較
的
嚴
か
で
盛
大
な
禮
儀
で
、
門
戸
の
雨
側
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
尊
を
設
け
る
必
要
が
あ
り
、
一
方
に
は
酒
か
醒
を
湛
え
、

も
う
一
方
に
は
玄
酒
を
湛
え
る
。
玄
酒
と
は
つ
ま
り
水
で
あ
る
が
、
な
ぜ
水
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
形
式
的
に
用
意

す

る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？
　
鄭
玄
は
解
繹
し
て
「
玄
酒
は
新
水
な
り
。
今
は
用
い
ず
と
錐
も
、
猶
お
之
れ
を
設
く
る
は
、
古
を
忘
れ

ざ
る
が
た
め
な
り
」
と
言
う
。
質
公
彦
の
疏
は
「
上
古
は
酒
無
し
、
今
は
酒
有
り
と
錐
も
、
猶
お
之
れ
を
設
く
る
は
、
是
れ
古
を
忘
れ
ざ

る
が
た
め
な
り
」
。
鄭
．
買
二
氏
の
説
明
は
一
致
し
て
お
り
、
上
古
に
は
酒
が
ま
だ
作
り
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
た
め
に
水
を
酒

の
代
わ

り
に
し
た
の
で
あ
る
。
酒
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
な
お
玄
酒
を
用
意
す
る
意
圖
は
、
後
人
に
古
え
を
忘
れ
な
い
よ
う

に

と
教
育
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
解
繹
は
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
疑
念
を
抱
か
せ
な
か
っ
た
。
王
國
維
先
生
た
だ
一
人
が
卓
越
し
た
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眼

力
を
具
え
て
お
り
、
彼
が
禮
義
の
上
か
ら
解
答
を
探
っ
て
言
う
に
は
、
『
儀
禮
』
の
記
載
で
は
、
賓
客
と
主
人
の
間
で
酒
を
献
酌
し
あ

う
禮
を
行
な
う
に
、
い
つ
も
必
ず
「
爵
を
卒
え
」
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
つ
ま
り
酒
器
の
中
の
酒
を
飲
み
干
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古

代
の

酒
爵
は

と
て
も
大
き
く
、
容
量
が
大
き
い
も
の
で
は
敷
升
に
も
達
す
る
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
儀
禮
と
酒
量
の
矛
盾
が
生
じ
、
飲

む

こ
と
の
で
き
る
酒
量
が
少
な
い
者
た
ち
は
、
自
然
と
困
難
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
「
其
の
必
ず
飲
む
者
は
、
禮
な
り
。
其
の
能
く
飲

む

或
い
は
飲
む
能
わ
ざ
る
者
は
、
量
な
り
」
な
の
で
あ
る
。
酒
の
中
に
水
を
混
ぜ
る
、
こ
れ
が
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
最
善
の
方
法
で
あ

る
。
「
先
王
は
禮
の
成
ら
ざ
る
を
欲
せ
ず
、
又
た
人
の
禮
を
成
す
を
以
て
苦
と
爲
す
を
欲
せ
ず
、
故
に
之
れ
を
玄
酒
と
謂
い
て
以
て
之
れ

を
節
す
」
…
と
・
出
土
し
た
盃
は
・
形
状
が
ほ
と
ん
ど
後
世
の
茶
壼
に
似
て
、
多
く
が
ど
れ
も
中
三
本
の
杓
が
入
っ
て
お
り
、
「
盃
」
の

用
法
が
確
か
に
『
説
文
』
の
言
う
よ
う
に
「
調
味
な
り
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
用
い
て
酒
の
濃
淡
を
調
整
し
て
い
た
こ
と
を
謹
明
す
る
の

で

あ
る
。
王
先
生
の
展
開
し
た
説
は
、
こ
の
類
の
禮
器
の
は
っ
き
り
し
た
名
稻
に
つ
い
て
解
決
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
『
儀
禮
』
の
中
で

な
ぜ
に
玄
酒
を
設
置
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
も
解
決
し
、
實
に
明
快
と
言
っ
て
よ
い
。

　
王

國
維
先
生
は
國
學
大
師
と
言
え
る
學
者
で
あ
り
、
近
代
の
學
者
の
中
で
も
最
も
早
く
文
物
考
古
資
料
を
利
用
し
て
股
周
禮
制
の
愛
遷

を
研
究
し
た
第
一
人
者
で
、
彼
が
成
し
た
貢
献
は
、
誰
も
と
も
に
肩
を
拉
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
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二
、
銭
賓
四
と
『
周
禮
』
研
究

『
周
禮
』
と
い
う
書
物
は
、
西
漢
の
文
帝
・
景
帝
の
時
代
に
初
め
て
登
場
し
、
そ
の
眞
偽
と
成
書
年
代
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
武
帝
の



時
に
は
諸
説
紛
々
と
し
、
あ
る
い
は
周
公
が
手
ず
か
ら
作
成
し
た
と
言
い
、
あ
る
い
は
六
國
陰
謀
の
作
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
後
ま
た
秦
漢

の

際
に
登
場
し
た
と
の
説
や
劉
散
偏
作
説
な
ど
が
あ
り
、
↓
是
に
定
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
四
庫
の
館
臣
は
言
う
、
「
古
え
よ
り
稻
す

ら
く
禮
を
議
す
る
こ
と
聚
訟
の
如
し
と
。
然
れ
ど
も
『
儀
禮
』
は
讃
み
難
く
、
儒
者
は
冗
干
に
通
じ
、
聚
訟
あ
る
能
わ
ず
。
『
禮
記
』
は
輯

む

る
こ
と
漢
儒
自
り
し
、
某
増
某
減
、
具
さ
に
主
名
有
れ
ば
、
亦
た
聚
訟
を
庸
う
る
無
し
。
辮
論
の
勝
る
こ
と
を
求
め
ん
と
す
る
所
の
者

は
、
『
周
禮
』
一
書
の
み
」
（
と
。
妥
當
な
見
解
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
道
光
以
後
、
國
家
は
動
揺
し
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
再
び
こ
の
類
の
論

箏
に

關
心
を
有
さ
な
く
な
っ
た
。
ま
っ
た
く
意
外
な
こ
と
に
、
『
周
禮
』
の
眞
儒
と
そ
の
年
代
の
こ
と
が
、
再
び
學
術
界
の
論
争
の
焦
黙

と
な
っ
た
の
は
、
康
有
爲
の
『
新
學
薦
経
考
』
が
導
火
線
と
な
っ
た
の
だ
。

　
光
緒
十
一
年
（
一
八
九
五
）
、
膠
平
が
『
今
古
學
考
』
を
著
し
、
初
め
て
今
文
・
古
文
の
新
説
を
提
唱
し
た
。
そ
の
説
は
、
今
文
は
孔

子

を
宗
と
し
、
古
文
は
周
公
に
始
ま
る
こ
と
、
西
漢
の
官
學
は
今
文
で
あ
り
、
古
文
は
民
間
で
流
行
し
て
い
て
孔
子
の
家
の
壁
か
ら
初
め

て

出
現
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
今
文
は
「
王
制
」
を
大
綱
と
し
、
古
文
は
「
周
官
」
を
筆
頭
と
す
る
こ
と
、
魯
は
今
文
の
正
宗
で
あ
り
、

燕
趙
は

古
文
の
中
心
で
あ
る
こ
と
、
云
々
で
あ
る
。
雨
漢
に
は
確
か
に
今
文
・
古
文
の
事
い
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
嚴
重
な
も

の

で
は

な
か
っ
た
。
近
人
・
疹
平
は
『
今
古
學
考
』
を
著
し
、
盛
ん
に
雨
學
派
の
間
で
の
翻
箏
を
煽
り
立
て
、
こ
れ
を
雨
陣
螢
に
逼
分
し

て
、
水
と
火
の
如
く
互
い
に
相
容
れ
な
い
二
大
學
派
に
仕
立
て
た
。

　
一
八
九
一
年
、
康
有
爲
は
自
ら
の
饗
法
の
理
論
憤
系
を
顯
彰
す
る
べ
く
、
蓼
平
の
説
を
縫
承
し
、
『
新
學
偽
経
考
』
を
著
し
た
が
、
こ

の

書
は
實
に
三
十
萬
言
を
も
備
え
、
歴
史
上
の
今
古
文
の
問
題
に
事
寄
せ
て
、
今
文
を
稻
揚
し
、
古
文
を
徹
底
し
て
誹
り
、
今
文
経
は
す

べ
て
眞
な
る
も
の
で
古
文
経
は
ど
れ
も
鳴
作
で
あ
る
と
し
た
。
「
『
毛
詩
』
・
『
古
文
尚
書
』
・
『
逸
禮
』
・
『
周
官
』
・
『
費
氏
易
』
・
『
左
氏
春
秋
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
皆
な
偽
経
な
る
を
知
る
」
　
と
。
康
氏
は
『
周
禮
』
を
劉
散
が
廣
く
偏
作
し
た
経
書
群
の
核
心
と
見
倣
し
、
痛
烈
に
攻
撃
を
加
え
た
。
「
歌
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の
精
紳
は

全
く
『
周
官
』
に
在
り
て
、
其
の
『
書
』
・
『
毛
詩
』
・
『
逸
禮
』
・
『
爾
雅
』
を
爲
作
し
、
威
な
以
て
之
れ
を
輔
翼
す
。
故
に
『
七

略
』
に
於
い
て
虚
虞
に
讃
を
設
け
、
人
を
し
て
深
く
其
の
蔀
に
入
り
、
目
を
し
て
五
色
に
迷
い
て
之
れ
を
覧
ら
ざ
ら
し
め
、
其
の
術
は
甚

だ

巧
密
た

り
㌦
と
・
古
文
経
が
す
べ
て
劉
散
の
儒
作
で
あ
る
・
と
を
指
摘
し
て
い
る
．
康
氏
は
あ
れ
や
こ
れ
や
と
棲
に
手
管
を
弄
し
、

い
く
ら
か
の
淺
學
た
ち
が
こ
れ
に
な
び
き
從
い
、
一
緒
に
な
っ
て
扇
動
し
、
競
っ
て
新
説
を
標
榜
し
た
。

　
康
氏
の
説
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
・
『
惰
書
』
経
籍
志
・
『
経
典
繹
文
』
叙
録
な
ど
権
威
あ
る
著
作
の
記
載
を
覆
し
て
、
政
治
と
學
術
を

混
渚
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
経
學
の
や
り
方
に
泥
を
塗
る
こ
と
で
、
學
術
界
の
極
め
て
大
き
な
思
想
的
混
齪
を
引
き
起
こ
し
、
ず
い
ぶ
ん
多

く
の
學
者
が
立
ち
あ
が
っ
て
そ
の
難
を
論
じ
、
胡
適
・
銭
穆
・
郭
沫
若
・
顧
韻
剛
・
楊
向
奎
．
徐
復
観
な
ど
の
名
家
た
ち
が
、
蓋
く
そ
の

流
れ
の

中
に
巻
き
込
ま
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
周
禮
』
研
究
熱
の
高
ま
り
が
生
じ
て
、
経
學
史
上
に
稀
に
見
る
特
殊
な
現
象
を
作
り
出
し

た
。　

全

面
的
に
康
有
爲
に
反
撃
し
た
の
は
銭
穆
先
生
で
あ
る
。
銭
穆
先
生
は
『
劉
向
散
父
子
年
譜
』
と
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
を
著
し
、
康
氏

に

よ
る
古
文
経
を
偏
造
し
た
と
の
説
に
は
何
ら
根
擦
が
な
い
こ
と
を
讃
明
し
、
さ
ら
に
は
『
周
官
著
作
時
代
考
』
を
著
し
て
、
『
周
官
』

が

王

葬
の
儒
作
で
な
い
う
え
に
、
周
公
の
手
に
成
る
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
戦
國
時
代
の
學
者
の
「
理
想
上
の
構
想
」
で
あ
る
こ
と
を

論
讃

し
た
。
こ
の
著
作
は
史
學
と
経
學
を
互
い
に
神
盆
し
合
わ
せ
、
そ
の
間
を
自
在
に
取
り
持
ち
、
雄
辮
に
力
強
く
反
駁
し
、
そ
の
影
響

は

深
遠
な
も
の
で
あ
る
。

　
銭
先
生
は
、
「
民
初
の
新
文
化
運
動
が
國
史
に
封
し
て
多
く
訴
晋
を
加
う
」
と
い
う
こ
と
に
封
し
て
實
に
反
感
を
抱
き
、
こ
れ
に
封
し

て

露
ぼ
匡
正
有
り
」
°
偏
を
補
い
弊
を
救
う
㌦
と
い
う
こ
と
を
決
意
し
て
・
焦
貼
を
二
つ
の
目
標
に
定
め
た
・
そ
璽
は
今
文
・
古

文
の
孚
い
で

あ
り
、
そ
の
二
は
漢
學
・
宋
學
の
宰
い
で
あ
っ
た
。
先
生
が
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
五
年
ま
で
に
陸
績
と
世
に
問
う
た
『
劉
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向
散
父
子
年
譜
』
・
『
周
官
著
作
時
代
考
』
・
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
な
ど
の
著
作
は
、
完
全
な
る
一
髄
系
と
な
っ
て
お
り
、
ど
れ
も
今
古
文
の

事
い
を
平
定
せ
ん
と
し
て
物
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
上
述

の

三

書
の
う
ち
、
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
は
最
も
遅
れ
て
世
に
問
わ
れ
た
が
、
し
か
し
執
筆
の
始
ま
り
は
最
も
早
い
。
先
生
が
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
余
の
『
諸
子
繋
年
』
を
草
す
る
は
、
民
國
十
二
年
の
秋
自
り
始
め
、
四
五
載
を
積
」
ん
で
完
成
し
た
と
言
い
、
、
↓
九
二
三
年
秋
に
執

筆
を
始
め
、
四
五
年
の
後
、
つ
ま
り
は
一
九
二
七
、
一
九
二
八
年
に
初
稿
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
『
劉
向
歌
父
子
年
譜
』
は
一
九
二
六
年

に

著
さ
れ
、
前
文
が
ま
だ
決
ま
ら
な
い
う
ち
に
後
文
が
書
き
纏
が
れ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
。
『
周
官
著
作
時
代
考
』
は
、
↓
九
三

二
年
六

月
に
『
燕
京
學
報
』
に
掲
載
さ
れ
、
『
諸
子
繋
年
』
の
掲
載
に
先
ん
ず
る
が
、
し
か
し
こ
の
著
作
が
何
年
に
執
筆
し
始
め
ら
れ
た

の

か

に
つ
い
て
、
先
生
は
一
度
も
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
そ
の
分
量
が
大
饗
に
多
い
も
の
で
、
實
に
十
除
萬
言
を
も
備
え
て
い
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
絶
封
に
慌
た
だ
し
く
定
稿
が
完
成
し
た
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
、
推
測
す
る
に
こ
の
著
作
は
、
『
諸
子
繋
年
』
と
『
向

散
年
譜
』
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
う
ち
に
執
筆
さ
れ
、
三
著
作
は
同
時
拉
行
に
物
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
先
秦
諸
子
の
研
究
に
お
け
る
學
者
の
立
論
は
、
そ
の
多
く
が
そ
れ
ぞ
れ
一
端
を
固
執
し
、
法
家
を
論
じ
る
學
者
は
儒
家
に
は
言
及
せ
ず
、

儒
家
を
論
じ
る
學
者
は
墨
家
に
は
論
及
し
な
い
。
一
つ
の
方
面
か
ら
言
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
に
道
理
が
あ
る
が
、
綜
合
的
に
見
れ
ば
そ
こ
か
し

こ
で
齪
齪
を
き
た
す
。
學
術
論
事
の
礎
石
を
定
め
る
べ
く
、
先
生
は
繰
り
返
し
じ
っ
く
り
と
思
考
し
、
統
一
的
に
物
事
を
観
察
し
突
き
詰

め
、
「
凡
そ
先
秦
の
學
人
は
一
一
詳
考
せ
ざ
る
無
」
く
、
「
之
れ
が
爲
め
に
逸
す
る
を
絹
ぎ
墜
つ
る
を
讃
し
、
偏
を
辮
じ
覆
を
襲
し
、
参
伍

錯

綜
し
、
曲
暢
嚢
せ
ざ
る
は
無
」
く
w
二
百
年
の
學
術
の
愛
遷
の
軌
跡
を
し
て
「
架
然
と
し
て
條
貫
し
・
纂
…
と
し
て
就
緒
せ
し
め

ざ
る
は
無
」
か
っ
た
、
。
す
べ
て
が
定
ま
り
落
ち
着
き
、
も
う
相
容
れ
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
自
信
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
長
山
の
蛇

の
、
其
の
首
を
撃
て
ば
則
ち
尾
雁
じ
、
其
の
尾
を
撃
て
ば
則
ち
首
雁
じ
、
其
の
中
を
撃
て
ば
則
ち
首
尾
相
い
雁
ず
る
が
如
し
」
と
。
『
先
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秦
諸
子
繋
年
』
が
完
成
し
て
か
ら
は
、
東
周
學
術
史
の
源
流
は
掌
を
指
す
が
ご
と
く
、
『
周
官
』
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
の
論
は
、
す
で

に

自
然
と
順
調
に
定
ま
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　
銭

先
生
の
こ
の
著
作
は
、
成
書
年
代
に
つ
い
て
は
何
休
の
「
『
周
官
』
は
乃
ち
六
國
陰
謀
の
書
な
り
」
と
い
う
説
に
賛
同
し
、
研
究
の

道
筋
に
つ
い
て
は
、
襲
自
珍
・
康
有
爲
の
史
を
以
て
経
を
治
む
と
い
う
方
法
を
採
用
し
、
新
し
い
創
意
は
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し

か

し
い
ず
れ
も
同
日
の
論
で
は
な
く
、
先
生
の
こ
の
著
作
は
、
史
料
に
し
て
も
方
法
に
し
て
も
、
ど
ち
ら
も
さ
ら
に
精
緻
で
詳
細
で
あ
る
。

何
休
の

説
に

は

論
謹
の
過
程

が
な
い
。
近
代
の
今
文
家
は
、
新
た
な
手
法
を
創
出
は
す
る
も
の
の
、
多
く
は
論
讃
が
粗
雑
で
、
例
え
ば
胡

適
『
論
秦
時
及
周
官
書
』
、
は
、
わ
ず
か
千
除
字
ば
か
り
の
も
の
で
、
正
當
な
結
論
を
導
き
出
し
得
て
い
な
い
。
先
生
は
言
う
。

夫
れ
経
を
治
む
る
に
終
に
史
に
通
ぜ
ざ
る
能
わ
ず
、
即
い
清
儒
の
今
文
経
學
を
主
張
す
る
も
、
襲
定
庵
・
魏
獣
深
は
先
起
の
大
師
爲

り
て
、
此
の
雨
人
も
亦
た
既
に
史
に
就
き
て
以
て
経
を
論
ず
。
而
し
て
康
長
素
・
疹
季
平
、
其
の
論
を
持
す
る
所
、
盆
ま
す
歴
史
の

範

團
に
侵
入
す
。
故
に
芳
ね
く
史
に
通
じ
て
以
て
経
を
治
め
、
箏
路
藍
縷
し
て
山
林
を
啓
く
は
、
其
の
功
績
は
正
に
當
に
之
れ
を
晩

清
の
今
文
諸
師
に
蹄
す
べ
し
。
惟
だ
其
の
先
ず
経
學
上
の
門
戸
の
見
を
以
て
自
ら
蔽
い
、
遂
に
流
弊
の
及
ぶ
所
、
甚
だ
し
き
は
史
實

を
顛
倒
し
て
顧
み
ざ
る
に
至
ら
し
む
。
凡
そ
其
の
建
立
せ
ん
と
欲
す
る
所
の
門
戸
に
合
せ
ざ
る
所
の
者
は
、
則
ち
胃
な
薦
書
儒
説
を

以
て

之

れ

を
斥
く
。
是
こ
に
於
い
て
僅
か
に
群
経
に
億
有
る
の
み
な
ら
ず
、
而
し
て
諸
史
に
も
亦
た
儒
有
り
。
翰
近
世
の
疑
古
辮
僑

の

風
は
、
則
ち
膏
な
此
れ
自
り
之
れ
を
啓
く
，
。
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銭
先
生
の
こ
の
著
作
は
、
幅
廣
く
『
周
官
』
の
制
度
を
論
じ
て
、
四
つ
に
睡
分
さ
れ
る
。
一
に
祀
典
を
論
じ
、
二
に
刑
法
を
論
じ
、
三



に

田
制
を
論
じ
、
四
に
雑
論
（
封
建
・
軍
制
・
外
族
・
喪
葬
・
音
樂
）
で
あ
り
、
ど
れ
も
先
秦
の
歴
史
の
背
景
下
に
置
い
た
上
で
考
察
を

加

え
て
お
り
、
以
下
簡
略
に
い
く
つ
か
の
話
題
に
つ
い
て
引
用
す
る
。

　

1
、
祀
典

　

『
周
官
』
に
は
九
箇
所
の
「
五
帝
を
祀
る
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
「
五
帝
」
と
は
、
『
史
記
』
五
帝
本
紀
の
黄
帝
・
頴
項
ら
で

は

な
く
て
、
青
・
赤
・
黄
・
白
・
黒
の
五
色
の
帝
を
指
す
。
先
生
は
五
帝
の
祭
祀
の
形
成
過
程
を
一
つ
一
つ
敷
え
上
げ
て
言
う
に
は
、
『
詩
』

『
書
』
は
た
だ
「
天
」
・
「
帝
」
と
言
っ
て
「
五
帝
」
と
は
言
わ
ず
、
五
帝
を
祀
る
と
い
う
の
は
遅
れ
て
戦
國
期
に
な
っ
て
生
じ
た
説
で
あ

る
。
ま
た
所
謂
「
五
帝
祠
」
と
は
、
秦
人
が
特
に
創
出
し
た
も
の
で
、
か
つ
白
・
青
・
黄
・
赤
の
四
帝
を
祀
る
の
み
で
、
高
祖
が
入
關
し

て

か

ら
、
初
め
て
一
つ
加
え
ら
れ
て
「
五
帝
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
天
を
郊
し
帝
を
祀
る
と
い
う
の
は
周
家
の
奮
制
で
、
「
小
宗

伯
」
の
「
五
帝
を
四
郊
に
兆
す
」
と
い
う
、
五
帝
を
四
郊
に
分
祀
す
る
こ
と
は
、
戦
國
時
代
晩
期
の
五
行
學
者
に
よ
る
理
想
上
の
構
想
で

あ
る
。
『
周
官
』
は
雨
者
を
拉
存
さ
せ
、
そ
の
た
め
自
ら
互
い
に
相
容
れ
な
い
状
態
に
陥
り
、
例
え
ば
「
司
服
」
に
は
昊
天
上
帝
及
び
五

帝
を
祀
る
に
「
大
裏
を
服
し
て
星
す
」
と
あ
っ
て
、
夏
秋
お
よ
び
中
央
の
三
帝
を
祀
る
の
は
、
ど
れ
も
裏
を
身
に
着
け
る
時
で
な
い
こ
と

を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
『
周
官
』
は
昊
天
上
帝
を
二
つ
の
も
の
と
し
て
お
り
、
冬
日
に
圓
丘
に
赴
い
て
祭
る
所
の
天
を
昊
天
と
し
、

立
春
に

南
郊
で
祭
る
所
の
上
帝
を
受
命
帝
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
聞
い
た
こ
と
の
な
い
奇
怪
な
説
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

2
、
「
方
澤
祭
地
」
と
「
朝
日
夕
月
」

　

『
周
官
』
は
「
方
澤
祭
地
」
と
「
圓
丘
祭
天
」
を
封
と
し
、
ま
た
「
朝
日
夕
月
」
の
祭
も
あ
っ
て
月
を
日
と
封
に
し
、
こ
れ
が
時
代
的

に

遅
れ
て

世
に

登
場

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
讃
援
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
古
人
に
は
た
だ
社
祭
が
あ
る
の
み
で
、
他
の
祭
り
は
な
い

し
、
『
詩
』
『
書
』
に
は
天
地
が
封
と
な
っ
て
相
配
す
る
と
い
う
説
は
見
出
せ
な
い
し
、
西
周
で
は
「
天
」
が
最
も
尊
い
の
で
あ
っ
て
、
も
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し
天
地
が
拉
列
な
の
で
あ
れ
ば
、
天
の
尊
さ
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
『
周
官
』
に
お
け
る
天
と
地
の
封
や
日
と
月
の
封

と
い
っ
た
類
の
封
偶
の
哲
學
は
、
「
齊
物
論
」
の
自
然
哲
學
の
陰
陽
二
元
論
が
出
現
し
た
後
に
な
っ
て
初
め
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

、
つ
。　

3
、
救
日
食
月
食

　

『
周
官
』
の
「
鼓
人
」
・
「
大
僕
」
・
「
庭
氏
」
な
ど
の
職
は
、
日
食
・
月
食
に
な
れ
ば
、
伐
鼓
な
ど
の
方
式
に
よ
っ
て
こ
れ
を
救
う
が
、

こ
れ
も
ま
た
戦
國
時
代
の
封
偶
の
哲
學
の
反
映
で
あ
る
。
先
生
が
言
う
に
は
、
『
春
秋
』
は
日
食
を
記
す
こ
と
三
十
六
度
で
あ
る
が
、
月

食
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
な
い
。
ま
た
『
左
傳
』
の
言
及
す
る
所
で
は
、
日
食
は
決
し
て
す
べ
て
の
月
で
災
い
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
子
午
卯
酉
の
月
の
日
食
は
災
い
と
は
見
倣
さ
れ
ず
、
そ
の
他
の
諸
月
が
災
い
と
見
倣
さ
れ
て
、
建
巳
の
月
が
も
つ
と
も
甚
だ
し
く
、

た
め
に
こ
の
月
だ
け
伐
鼓
に
よ
り
救
う
と
い
う
禮
が
あ
る
。
ま
た
『
春
秋
』
の
三
十
六
度
の
日
食
で
、
伐
鼓
し
牲
を
社
に
捧
げ
る
の
は
わ

ず
か
に
三
度
で
あ
り
、
日
食
が
あ
れ
ば
必
ず
畢
行
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
『
漢
書
』
五
行
志
は
西
漢
二
百
十
二
年
の
中
で
、

日
食
は
五
十
三
度
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
月
食
は
記
さ
な
い
。
ま
た
漢
儒
が
災
異
に
つ
い
て
説
く
場
合
、
多
く
は
星
の
現
象
に
言
及
し
、

あ
ま
り
月
食
に
つ
い
て
は
言
わ
な
い
。
『
周
官
』
の
日
食
月
食
を
救
う
と
い
う
説
が
ま
っ
た
く
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。

　

4
、
法
の
観
念

　
『周
官
』
大
宰
に
「
八
法
を
以
て
官
府
を
治
む
」
と
あ
り
、
「
小
宰
」
・
「
小
司
徒
」
・
「
郷
大
夫
」
・
「
州
長
」
・
「
薫
正
」
・
「
族
師
」
・
「
間
青
」

な
ど
は
、
ど
れ
も
官
吏
を
集
め
て
法
令
を
聲
に
出
し
て
宣
布
す
る
責
務
が
あ
っ
た
。
先
生
は
、
こ
れ
も
ま
た
『
周
官
』
の
登
場
が
時
代
的

に

遅
れ

る
こ
と
の
讃
擦
で
あ
る
と
し
た
。
古
人
が
國
を
治
め
る
に
あ
た
り
、
「
禮
」
あ
る
い
は
「
刑
」
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
み
で
、
こ

の
他
に

所
謂

「
法
」
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
た
め
に
『
詩
』
『
書
』
の
中
に
「
法
」
の
字
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
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ま
た
『
左
傳
』
昭
公
六
年
、
鄭
の
子
産
が
刑
書
を
鋳
し
た
と
き
、
當
時
の
人
々
は
こ
れ
を
「
辟
」
と
名
づ
け
た
が
「
法
」
と
は
呼
ば
な
か

っ

た
。
叔
向
も
諌
書
の
中
で
「
法
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
ま
た
『
左
傳
』
昭
公
二
十
九
年
、
晋
が
刑
鼎
を
鋳
造
し
、
萢
宣
子
が
物
し
た

刑
書
を
銘
と
し
た
が
、
こ
れ
は
當
時
に
「
法
」
の
観
念
が
な
か
っ
た
こ
と
を
見
る
に
足
る
。
ま
た
『
論
語
』
で
孔
子
が
「
之
れ
を
道
び
く

に

政

を
以
て
し
、
之
れ
を
齊
う
る
に
刑
を
以
て
す
れ
ば
、
民
は
免
れ
て
恥
無
し
。
之
れ
を
道
び
く
に
徳
を
以
て
し
、
之
れ
を
齊
う
る
に
禮

を
以
て
す
れ
ば
、
恥
有
り
て
且
つ
格
る
」
と
言
う
の
も
ま
た
、
「
刑
」
と
「
禮
」
を
封
に
し
て
畢
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「
法
」
の
興
起
は
、

魏
・
李
埋
が
著
し
た
『
法
経
』
に
始
ま
り
、
こ
の
後
に
呉
起
・
商
鞭
が
法
制
を
提
唱
し
、
政
治
界
に
「
法
」
の
概
念
が
徐
々
に
成
立
し
て

い

っ

た

の

で
あ
る
。

　

5
、
布
憲

　
『
周
官
』
に
は
法
律
を
公
布
す
る
制
度
が
あ
り
、
「
小
宰
」
・
「
宰
夫
」
・
「
宮
正
」
・
「
内
宰
」
・
「
郷
師
」
．
「
郷
大
夫
」
な
ど
に
は
、
ど
れ
も

憲
刑
禁
を
公
布
す
る
責
務
が
あ
り
、
そ
の
嚴
密
の
程
度
は
想
像
し
難
い
が
、
先
生
は
「
大
抵
『
周
官
』
全
書
を
通
観
す
る
に
、
殆
ど
一
官

と
し
て
法
制
無
き
は
無
く
、
亦
た
殆
ど
一
官
と
し
て
禁
令
無
き
は
無
し
。
而
る
に
此
等
の
法
制
禁
令
は
、
又
た
惟
だ
其
の
在
下
の
者
の
知

ら
ざ
る
を
恐
れ
、
是
こ
に
於
い
て
必
ず
時
を
逐
い
年
を
逐
い
、
下
に
向
か
い
て
宣
布
す
る
と
申
述
す
る
と
に
力
を
端
く
し
意
を
用
う
」
と

言
㌔
・
先
生
は
こ
の
法
が
決
し
て
時
代
的
に
遡
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
も
し
周
公
が
制
定
し
た
禮
に
、
正
月
に

な
る
度
に
「
法
を
象
魏
に
縣
け
、
萬
民
を
し
て
観
し
む
」
と
い
う
よ
う
な
定
ま
っ
た
制
度
が
あ
れ
ば
、
子
産
が
刑
書
を
緯
し
た
と
て
、
叔

向
と
い
う
博
聞
に
し
て
知
識
が
豊
か
な
人
間
が
、
ど
う
し
て
驚
嘆
し
て
そ
れ
に
反
封
す
る
必
要
な
ど
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
鄭
國
の
刑
書
．

巫日
國
の
刑
鼎
は
、
た
だ
一
種
の
や
や
固
定
さ
れ
た
刑
律
く
ら
い
の
も
の
で
あ
り
、
ま
だ
「
法
」
と
ま
で
言
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て

や
、
一
切
の
國
家
法
典
が
、
い
つ
で
も
公
開
さ
れ
公
布
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
春
秋
時
代
に
は
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貴
族
と
平
民
が
裁
然
と
匝
別
さ
れ
て
お
り
、
貴
族
が
平
民
を
制
裁
し
、
平
民
は
貴
族
に
服
從
し
、
豫
め
刑
律
を
定
め
て
お
く
必
要
は
な
か

っ

た
。
そ
の
後
、
平
民
た
ち
が
力
を
つ
け
始
め
、
貴
族
は
豫
め
刑
律
を
定
め
て
制
裁
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
こ
で
鄭
の
刑
書
・
音
の

刑
鼎
が

出
現
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
呉
起
が
民
衆
に
車
の
韓
を
南
門
の
外
に
移
せ
ば
褒
美
を
や
る
と
出
し
た
鰯
れ
や
、
商
嫉
が
木
を
移
し

た

者
に
約
束
通
り
賞
金
を
與
え
る
こ
と
で
法
令
を
信
用
さ
せ
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
法
家
の
故
事
で
あ
り
、
絶
封
に
周
公
が
制
定
し
た
も

の

で
は

な
い
の
で
あ
る
，
。
ま
た
こ
れ
ら
の
状
況
は
、
實
に
『
老
子
』
の
「
法
令
は
滋
ま
す
彰
ら
か
」
と
い
う
一
語
に
合
致
す
る
の
で
あ

る
。　

諸
々
の
こ
の
類
の
精
彩
を
放
つ
論
辮
は
、
全
書
の
到
る
所
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
著
作
の
分
量
の
大
き
さ
、
方
法
の
斬
新

さ
、
考
察
の
精
緻
さ
、
及
ぶ
領
域
の
廣
範
さ
は
、
ど
れ
も
當
時
に
お
い
て
は
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
は
史
學
を
以
て
経
學
を

治
む

と
い
う
方
法
を
極
限
ま
で
襲
揮
し
、
そ
の
立
論
は
、
す
べ
て
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
の
史
學
研
究
の
基
礎
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
、
例

え
ば
老
子
と
孔
子
の
ど
ち
ら
が
先
で
ど
ち
ら
が
後
か
な
ど
、
關
係
は
極
め
て
大
き
な
も
の
で
、
先
生
は
考
察
の
結
果
、
老
子
が
孔
子
に
比

し
て
遅
れ
る
と
定
め
、
そ
れ
は
こ
の
書
に
お
い
て
重
要
な
作
用
を
獲
揮
し
た
。
先
生
よ
り
後
、
『
周
官
』
の
時
代
に
つ
い
て
研
究
す
る
者

は
實
に
磐
し
く
、
そ
の
説
の
立
て
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
し
か
し
研
究
の
路
線
は
ほ
と
ん
ど
先
生
の
範
團
を
出
る
こ
と
な
く
、
先
生

の
著
作
が
學
界
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

65・

三
、
沈
文
悼
と
『
儀
禮
』
研
究



　
『
儀
禮
』
は
孔
子
が
手
ず
か
ら
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
禮
の
本
経
、
禮
學
の
淵
藪
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
記
す
冠
婚
喪
祭
の
諸
々

の
禮

は
、
古
代
中
國
の
禮
制
と
社
會
風
俗
に
封
す
る
影
響
が
甚
大
で
あ
る
。
し
か
し
『
儀
禮
』
の
文
章
は
古
風
で
難
解
、
通
讃
が
實
に
難

し
く
、
宋
代
か
ら
元
・
明
に
至
る
ま
で
、
習
い
傳
え
る
者
は
非
常
に
稀
で
、
そ
の
學
問
は
ほ
と
ん
ど
絶
え
ん
と
す
る
状
況
で
あ
っ
た
。
清

代
に

入

り
、
『
儀
禮
』
の
學
問
は
復
興
し
、
凌
廷
堪
『
禮
経
繹
例
』
・
胡
培
蟹
『
儀
禮
正
義
』
．
黄
以
周
『
禮
書
通
故
』
な
ど
名
家
の
大
著

が
相
縫
い
で
世
に
問
わ
れ
、
か
つ
て
な
い
盛
況
を
呈
し
た
。
近
代
以
來
、
反
傳
統
の
聲
の
波
が
に
わ
か
に
湧
き
起
り
、
『
儀
禮
』
の
記
す

内
容
は
世
に
盆
す
る
と
こ
ろ
な
し
と
し
、
學
者
の
多
く
が
こ
れ
を
弊
履
の
如
く
見
倣
し
て
、
そ
の
學
問
を
志
す
者
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
か

っ

た
。
し
か
し
天
が
斯
文
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
な
く
、
中
國
の
野
外
考
古
學
は
日
進
月
歩
で
、
『
儀
禮
』
と
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
關

係
す

る
重
要
資
料
が
出
土
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
面
的
に
新
し
い
角
度
か
ら
、
禮
學
の
研
究
に
封
し
て
非
常
に
多
く
の
全
面
的
に
新
し
い

課
題

を
提
供
す
る
と
い
う
、
乾
嘉
の
老
學
者
た
ち
が
夢
に
す
ら
思
わ
な
か
っ
た
状
況
と
な
り
、
近
代
禮
學
の
突
破
の
た
め
に
極
め
て
良
好

な
契
機
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
中
國
の
考
古
學
は
、
二
十
世
紀
初
め
に
西
方
か
ら
導
入
さ
れ
、
最
初
の
敷
十
年
は
ま
だ
學
習
・
吸
牧
の
段
階
に
あ
り
、
な
お
い
ま
だ
自

ら
の
特
色
を
形
成
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
野
外
に
お
け
る
襲
掘
と
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
が
地
層
の
分
析
と
器
物
の
描
慕
と
い
う
ご
く
平
易

な
段
階
に
留
ま
っ
て
お
り
、
墓
葬
資
料
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
遅
々
と
し
て
深
い
段
階
に
は
進
展
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
、
長

沙
周
邊
で
保
存
状
態
が
比
較
的
良
好
な
戦
國
期
の
木
榔
墓
が
襲
見
さ
れ
た
。
一
九
五
六
年
、
中
國
科
學
院
考
古
研
究
所
の
陳
公
柔
先
生
が

王
轟
゜
既
夕
禮
に
記
警
れ
る
喪
葬
制
度
㌦
と
い
三
文
を
蓼
し
・
初
め
て
萎
の
實
物
と
、
『
儀
禮
』
と
い
う
書
物
の
中
の
壬

喪
禮
」
・
「
既
夕
禮
」
の
記
載
と
を
互
い
に
徴
し
合
い
、
墓
中
の
死
者
の
雨
手
が
多
く
腹
部
で
交
差
し
て
い
る
の
を
襲
見
し
、
陳
氏
は
こ
の

葬
り
方
は
ま
さ
に
「
士
喪
禮
」
が
記
載
す
る
握
手
の
制
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
こ
の
他
、
墓
葬
の
棺
榔
の
中
に
一
緒
に
副
葬
さ
れ
る
青
銅
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製
の
禮
器
は
、
き
っ
と
葬
儀
の
日
に
大
遣
貧
が
使
用
す
る
青
銅
製
の
禮
器
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
「
士
喪
禮
」
の
中
で
し
ば
し

ば
言
及

さ
れ
る
「
菌
」
と
は
、
ま
さ
に
棺
枢
の
榔
底
板
お
よ
び
底
部
の
横
木
で
あ
り
、
し
か
も
「
士
喪
禮
」
の
所
謂
「
北
方
に
葬
る
」
と

は
、
ま
さ
し
く
そ
の
居
趾
の
北
方
に
葬
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
種
々
の
認
定
は
、
「
士
喪
禮
」
が
記
す
内
容
が
考
古
學
の
見
出

し
た
墓
葬
制
度
と
基
本
的
に
合
致
し
、
大
膣
に
お
い
て
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
讃
明
し
た
。
陳
氏
の
論
文
は
、
中
國
考
古
學
史

上
に

お

い

て
一
里
塚
と
も
言
え
る
意
義
を
有
す
る
。
陳
氏
論
文
の
債
値
は
、
そ
の
結
論
が
正
し
い
か
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
初
め
て

『
儀
禮
』
と
考
古
學
の
關
係
に
意
識
を
向
け
、
同
時
に
實
に
貴
重
な
試
み
を
展
開
し
た
こ
と
に
あ
る
。
『
儀
禮
』
の
現
代
的
な
債
値
は
こ

れ
に

よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
、
考
古
學
家
の
机
上
に
必
備
の
書
と
な
っ
た
こ
と
は
、
混
沌
を
打
開
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
二
年
の

後
、
沈
文
悼
教
授
が
「
「
士
喪
禮
・
既
夕
禮
に
記
載
さ
れ
る
喪
葬
制
度
」
に
封
す
る
い
く
つ
か
の
意
見
」
、
と
い
う
論
文
を
襲
表

し
、
陳
氏
の
論
文
が
提
起
し
た
結
論
に
つ
い
て
逐
次
検
討
を
加
え
た
。
例
を
畢
げ
て
言
え
ば
、
「
士
喪
禮
」
の
「
握
手
」
の
制
は
、
死
者

の

雨
手
を
安
置
す
る
具
艘
的
な
方
法
で
あ
り
、
細
か
い
黙
で
は
實
に
複
雑
で
あ
り
、
關
連
す
る
器
物
と
扱
い
方
も
と
て
も
種
類
が
多
く
、

決

し
て
陳
氏
論
文
が
認
定
す
る
よ
う
な
、
布
の
包
帯
で
雨
手
を
括
り
、
胸
部
で
交
差
さ
せ
る
と
い
う
の
が
「
握
手
」
で
あ
る
と
い
う
ほ
ど

簡
軍
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
中
で
は
多
量
の
文
字
訓
詰
と
名
物
考
讃
の
問
題
が
關
係
し
、
経
文
や
注
繹
の
文
章
が
簡
略
で
、
往
々
に
し

て

言

葉
が
詳
細
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
も
し
前
後
を
貫
通
さ
せ
、
心
を
蓋
く
し
て
検
讃
を
加
え
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
は
倉
卒
に
文
章
を
書

き
、
自
分
勝
手
に
説
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
必
ず
や
あ
ち
ら
が
立
て
ば
こ
ち
ら
が
立
た
ず
と
い
う
状
態
に
陥
り
、
破
綻
が
百

出
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
握
」
と
稻
さ
れ
る
喪
具
に
つ
い
て
、
そ
の
形
式
制
度
と
敷
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？
　
歴
代
の
経
學
者

で

も
す
で
に
議
論
が
紛
糾
し
て
は
っ
き
り
し
得
て
い
な
い
。
雨
端
が
廣
が
っ
て
い
て
眞
中
が
狭
ま
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
逆
な

の

か

？
　
こ
れ
は
一
枚
の
布
で
で
き
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
二
枚
の
布
で
構
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
？
　
こ
れ
は
左
右
の
手
に
そ
れ
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そ
れ
施

さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
た
だ
一
方
の
手
に
の
み
施
さ
れ
る
も
の
な
の
か
？
　
握
を
手
に
施
す
と
き
の
具
艘
的
な
段
取
り

は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？
　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
歴
代
の
経
書
を
解
繹
す
る
學
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
意
見
を
出
し
合
い
、

一
是
に
定
ま
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
陳
先
生
は
た
だ
雨
者
が
葬
る
形
式
の
上
で
相
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
取
っ
た
だ
け
で
、

上
述

の

よ
う
な
多
様
な
宇
議
に
は
注
意
を
彿
わ
ず
、
さ
ら
に
は
「
士
喪
禮
」
の
關
連
す
る
記
載
の
中
に
あ
る
疑
問
鮎
に
つ
い
て
、
す
っ
き

り
と
解
稗
を
し
て
は
い
な
い
。

　
沈
文

悼
先
生
こ
そ
は
禮
學
の
名
家
で
あ
り
、
そ
の
生
涯
を
『
儀
禮
』
の
精
密
な
研
究
に
傾
け
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
筋
道
立
て
て
細
か

な
分
析
を
加
え
、
逐
一
握
手
の
制
に
お
け
る
↓
つ
　
つ
の
細
か
い
文
義
ま
で
解
讃
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
陳
氏
の
論
文
の
疎
漏
と
誤
解
を
指

摘
す

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
功
勢
の
深
遠
な
こ
と
は
、
人
を
感
嘆
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
紙
幅
に
限
り
が
あ
り
、
加
え
て
論
述
が
専
門

に
過
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
で
一
々
そ
れ
を
展
開
し
て
見
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ご
關
心
の
向
き
は
、
沈
氏
の
原
文
に
當
た
っ
て
検
討
さ

れ
た
い
。

　
考
古
學
が
近
代
禮
學
の
襲
展
に
刺
激
を
與
え
た
も
う
一
つ
の
典
型
的
な
實
例
は
、
『
儀
禮
』
の
武
夷
漢
簡
の
出
土
で
あ
る
。

　
一
九
五
七
年
七
月
、
甘
粛
武
威
磨
咀
子
六
號
漢
墓
か
ら
四
六
九
枚
の
『
儀
禮
』
の
竹
木
簡
が
出
土
し
、
整
理
者
は
こ
れ
ら
を
甲
・
乙
．

丙

の
三

種
の
テ
キ

ス

ト
と
し
た
。
甲
本
に
は
「
士
相
見
」
・
「
服
傳
」
な
ど
七
篇
が
、
乙
本
に
は
わ
ず
か
に
「
服
傳
」
一
篇
の
み
が
あ
り
、

雨
者
は
と
も
に
木
簡
で
あ
る
。
丙
本
は
竹
簡
で
、
わ
ず
か
「
喪
服
」
一
篇
の
み
で
あ
る
。
「
服
博
」
の
甲
・
乙
本
は
今
古
文
が
混
じ
っ
て

併

用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
様
相
は
大
戴
本
と
同
じ
で
は
な
く
、
小
戴
本
と
も
同
じ
で
は
な
い
。
『
漢
書
』
藝
文
志
は
「
戴
徳
・
戴
聖
・
慶

普
は
皆
な
其
の
（
后
倉
を
指
す
1
筆
者
注
）
弟
子
に
し
て
、
三
家
は
學
官
に
立
つ
」
と
言
い
、
『
後
漢
書
』
儒
林
傳
も
「
是
こ
に
於
い
て

徳
は
大
戴
『
禮
』
を
爲
し
、
聖
は
小
戴
『
禮
』
を
爲
し
、
普
は
慶
氏
『
禮
』
を
爲
し
、
三
家
皆
な
博
士
に
立
つ
」
と
言
う
の
で
、
整
理
者
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は

「
服
博
」
の
甲
．
乙
本
は
き
っ
と
「
二
戴
以
外
の
家
法
」
か
ら
出
た
も
の
で
、
つ
ま
り
慶
普
の
學
だ
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
こ
の
説

は
文
献
の

記
載

と
合
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
甲
・
乙
本
の
様
相
と
も
一
致
し
、
道
理
に
か
な
っ
て
無
理
の
な
い
、
異
論
の
差
し
挾
む
除
地

の

な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
も
ま
た
、
こ
う
は
簡
軍
で
は
な
く
、
漢
代
経
學
と
経
師
の
状
況
に
封
す
る
全
方
面
か
ら

の

研
究
を
す
る
と
い
う
基
礎
の
上
に
立
つ
必
要
が
あ
り
、
そ
う
し
て
初
め
て
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
漢
の
武
帝
が
五
経
博
士
を
設
立
し
た
こ
と
は
、
経
學
が
官
學
と
な
っ
た
最
初
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
拉
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
甘
露

三

年
、
漢
の
宣
帝
は
石
渠
閣
會
議
で
新
た
に
七
名
の
博
士
を
増
員
し
、
黄
龍
元
年
に
は
十
二
名
の
博
士
の
定
員
を
作
り
上
げ
、
西
漢
に
お

け
る
今
文
経
學
博
士
の
官
員
制
度
の
構
造
が
こ
う
し
て
形
作
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
漢
代
の
學
術
制
度
お
よ
び
思
想
界
の
進
む
方
向
に
も
影

響

し
、
ま
っ
た
く
経
學
史
上
の
重
大
事
件
な
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
五
経
博
士
か
ら
黄
龍
の
十
二
博
士
ま
で
、
そ
の
間
の
過
程
は

ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
？
　
十
二
博
士
は
ど
れ
ら
の
師
法
を
包
括
し
た
の
か
？
　
そ
の
分
別
は
誰
に
よ
り
荷
わ
れ
た
の
か
？
　
そ
の
中
の

禮
學
博
士
は
い
つ
設
立
さ
れ
、
ど
の
家
が
存
在
し
た
の
か
、
な
ど
な
ど
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
は

ほ

と
ん
ど
誰
も
論
及
し
て
こ
ず
、
近
代
の
學
者
が
撰
述
し
た
経
學
史
の
著
作
は
、
大
部
分
が
『
史
記
』
と
前
後
『
漢
書
』
の
原
文
を
切
り

貼

り
し
て
文
章
に
仕
立
て
上
げ
た
も
の
で
、
新
知
見
は
な
い
。

　
武
威
簡
の
甲
．
乙
本
の
テ
キ
ス
ト
の
性
質
に
つ
い
て
の
信
頼
す
べ
き
結
論
を
見
出
す
た
め
に
、
沈
文
悼
先
生
は
相
前
後
し
て
「
黄
龍
十

二
博
士
の
定
員
と
太
學
郡
國
學
校
の
設
置
」
。
、
「
漢
簡
「
士
喪
見
禮
」
に
お
け
る
今
古
文
の
雑
錯
拉
用
説
」
。
、
「
漢
簡
服
傳
考
」
。
、
「
漢

初
の
今
文
経
の
形
成
か
ら
両
漢
の
今
文
「
禮
」
の
博
授
ま
で
」
、
、
三
禮
」
漢
簡
異
文
稗
」
（
な
ど
の
論
文
を
登
表
し
、
漢
代
の
學
術
制
度
、

今
文
経
の

師
法
、
武
威
簡
に
見
え
る
漢
代
経
學
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
な
ど
の
問
題
に
封
し
、
深
く
掘
り
下
げ
透
徹
し
た
整
理
を
行
な
っ
て
、

一
ま
と
ま
り
の
重
要
な
成
果
を
あ
げ
、
こ
れ
は
歴
代
の
學
者
が
こ
れ
ま
で
手
を
つ
け
た
こ
と
の
な
い
領
域
で
あ
っ
た
。
最
も
有
意
義
だ
つ
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た
の
は
、
沈
氏
が
「
服
傳
」
甲
・
乙
本
が
慶
氏
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
す
る
説
を
難
詰
し
た
こ
と
で
あ
る
。
沈
氏
が
指
摘
す
る
に
は
、
儒

林
傳
賛
に

「
孝
宣
の
世
に
至
り
、
復
た
大
・
小
戴
『
禮
』
を
立
つ
」
と
言
い
、
慶
氏
『
禮
』
は
ま
っ
た
く
學
官
に
立
て
ら
れ
て
い
な
か
っ

た

こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
漢
書
』
儒
林
傳
は
、
わ
ず
か
に
小
戴
は
「
博
士
を
以
て
石
渠
を
論
ず
」
と
言
う
の
み
で
、

大
戴
と
慶
氏
に
は
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
雨
者
は
と
も
に
『
禮
』
博
士
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
文
献
は
矛
盾

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
沈
氏
は
雨
漢
の
今
文
『
禮
』
が
學
官
に
立
て
ら
れ
る
前
後
の
過
程
を
整
理
し
て
、
當
時
は
二
種
の
封
立
す
る
禮
學

博
士

が
存
在
し
、
「
慶
氏
學
」
は
叔
孫
通
の
亜
流
に
過
ぎ
ず
、
漢
儀
の
修
訂
を
職
務
上
の
責
任
と
し
、
高
堂
生
・
后
倉
ら
が
博
授
し
た
『
儀

禮
』
の
學
と
は
性
質
が
完
全
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
東
漢
の
『
五
経
』
の
十
四
博
士
中
に
は
慶
氏
が
存
し
な
い
と
考
え
、

こ
う
し
て
歴
代
の
學
者
た
ち
が
深
く
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
「
慶
氏
の
禮
學
」
を
、
今
文
『
禮
』
學
か
ら
引
き
は
が
し
、
武
威
漢
簡
が
「
慶

氏

禮
」
で
あ
る
と
の
結
論
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
武
威
簡
の
テ
キ
ス
ト
の
様
相
は
如
何
に
解
繹
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
沈
氏
の
考
え
で
は
、
漢
代
に
流
博
し
た
『
儀
禮
』
の
経
文
は
、
も
と
も
と
が
今
文
と
古
文
が
入
り
混
じ
っ
て
併
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

決

し
て
買
疏
が
言
う
よ
う
な
、
『
儀
禮
』
に
今
文
本
・
古
文
本
の
相
違
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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四
、
鹸
論

　
最
後
に
論
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
禮
記
』
で
あ
ろ
う
。
『
禮
記
』
の
原
本
は
、
七
十
子
が
「
禮
経
」
（
つ
ま
り
『
儀

禮
』
）
の
禮
法
と
禮
義
を
詳
し
く
解
き
明
か
し
た
文
集
で
あ
り
、
「
禮
経
」
に
く
っ
付
い
て
流
樽
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
代
に
な
っ
て
、
『
禮



記
』
は
や
っ
と
経
典
に
列
せ
ら
れ
た
。
『
禮
記
』
四
十
九
篇
は
、
内
容
が
非
常
に
ご
た
ご
た
と
入
り
齪
れ
て
お
り
、
禮
経
に
封
す
る
説
明

も
あ
れ
ば
、
禮
経
の
他
の
禮
儀
に
封
す
る
記
載
も
あ
り
、
ま
た
禮
學
の
大
旨
に
封
す
る
解
説
も
あ
る
な
ど
、
把
握
し
や
す
い
も
の
で
は
な

く
、
た
め
に
良
質
の
注
疏
は
多
く
な
か
っ
た
。
清
代
の
『
周
禮
』
と
『
儀
禮
』
研
究
で
は
、
い
ず
れ
も
集
大
成
と
言
え
る
名
著
の
出
現
を

見

た
が
、
た
だ
ひ
と
つ
『
禮
記
』
の
研
究
だ
け
が
そ
れ
を
見
出
せ
ず
、
孫
希
旦
の
『
禮
記
集
解
』
、
朱
彬
の
『
禮
記
訓
纂
』
は
有
名
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
は
孫
払
叩
譲
の
『
周
禮
正
義
』
、
胡
培
輩
の
『
儀
禮
正
義
』
と
比
肩
は
し
得
ず
、
實
に
残
念
で
あ

る
。　

し
か
し
な
が
ら
、
沈
文
悼
先
生
の
後
、
『
禮
記
』
と
關
係
の
あ
る
出
土
資
料
は
決
し
て
武
威
漢
簡
に
劣
る
も
の
で
は
な
く
、
中
で
も
湖

北

荊
門
郭
店
一
號
墓
よ
り
出
土
し
た
楚
簡
お
よ
び
上
海
博
物
館
牧
藏
の
楚
竹
書
は
、
そ
の
中
核
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
十

年
、
學
界
は
今
ま
で
人
々
が
驚
喜
す
る
よ
う
な
答
案
を
提
出
し
て
は
い
な
い
。
新
し
い
資
料
が
出
土
し
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
突
破
性

の

あ
る
成
果
が
あ
が
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
鄙
見
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
近
代
禮
學
研
究
に
出
現
し
た
幾
度
か
の
局
面
の
打
開
は
、

二

つ
の

大
き
な
偶
然
の
要
素
が
重
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
は
時
勢
と
考
古
の
新
襲
見
を
含
む
特
殊
な
歴
史
の
巡
り

合
わ

せ
、
そ
の
二
は
群
を
抜
い
た
學
者
の
存
在
で
あ
っ
て
、
両
者
の
ど
ち
ら
か
一
つ
で
も
闘
け
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
今
は
新
資
料
に
閾

如
は
な
い
が
、
し
か
し
一
流
の
経
學
家
を
関
い
て
い
る
。
百
年
來
の
反
傳
統
の
立
場
は
、
経
學
研
究
に
重
大
な
断
絶
を
招
來
し
、
沈
文
悼

先
生
は
わ

ず
か
に

残
っ
て
い
る
人
物
で
は
あ
っ
た
が
、
今
こ
の
人
も
世
を
去
っ
て
し
ま
い
、
五
十
年
の
う
ち
に
、
學
界
は
大
き
な
期
待
な

ど
持
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
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注
（
1
）
「
説
胱
」
、
『
観
堂
集
林
』
春
三
、
『
王
國
維
遺
書
』
第
一
冊
、
上
海
古
籍
書
店
、
一
九
八
三
。

（
2
）
こ
こ
で
は
三
方
面
か
ら
の
論
讃
の
み
が
示
さ
れ
る
が
、
「
説
胱
」
で
は
他
に
三
方
面
か
ら
の
論
讃
が
な
さ
れ
て
お
り
、

　
　
　
加
え
て
「
六
の
方
面
」
と
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
（
課
者
注
）

（
3
）
「
説
盃
」
、
『
観
堂
集
林
』
巻
三
、
『
王
國
維
遺
書
』
第
一
冊
、
上
海
古
籍
書
店
、
一
九
八
三
。

（
4
）
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
十
九
、
経
部
十
九
、
禮
類
］
、
中
華
書
局
、
一
九
六
五
。

（
5
）
『
新
學
偽
経
考
』
、
『
康
有
爲
全
集
』
第
一
集
、
三
六
八
頁
、
中
國
人
民
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
七
。

（
6
）
『
新
學
偽
経
考
』
、
『
康
有
爲
全
集
』
第
一
集
、
三
九
五
頁
、
中
國
人
民
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
七
。

（
7
）
銭
穆
『
湖
上
閑
思
録
・
再
鍍
』
、
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
一
三
〇
頁
。

（
8
）
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
自
序
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
一
年
八
月
、
二
一
頁
。

（
9
）
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
自
序
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
一
年
八
月
、
二
二
頁
。

（
1
0
）
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
自
序
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
一
年
八
月
、
二
一
頁
。

（
1
1
）
『
古
史
辮
』
第
五
冊
六
三
六
頁
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
九
月
に
掲
載
。

（
1
2
）
銭
穆
『
雨
漢
経
學
今
古
文
平
議
』
自
序
、
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
一
年
七
月
、
六
頁
。

（
1
3
）
銭
穆
『
周
官
著
作
時
代
考
』
三
七
七
頁
。

（
1
4
）
前
者
は
『
韓
非
子
』
内
儲
説
上
、
後
者
は
『
史
記
』
商
君
列
傳
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
故
事
。
（
課
者
注
）

（
1
5
）
『
考
古
學
報
』
一
九
五
六
年
四
期
。

そ
れ
ら
を
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『考
古
學
報
』
一
九
五
八
年
二
期
。

『
上
海
圖
書
館
建
館
舟
周
年
紀
念
論
文
集
』
、
一
九
八
三
年
、
所
牧
。

『杭
州
大
學
學
報
』
（
哲
學
社
會
科
學
版
）
、
一
九
八
四
年
増
刊
、
所
牧
。

『
文
史
』
第
二
十
四
・
二
十
五
輯
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
、
所
牧
。

『
紀
念
顧
韻
剛
學
術
論
文
集
』
、
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
〇
年
、
所
牧
。

『
文
史
』
第
三
十
三
・
三
十
四
二
二
十
五
二
二
十
六
輯
、
中
華
書
局
、

九

九

〇
・
一
九
九
二
年
、
所
牧
。

一 73一




